
 
水素を燃料とする自動車の完成車両を輸送する車両の通行規制の緩和について 
 
１．通行規制の緩和の考え方 
 

（１）経 緯 
平成１５年３月に閣議決定された「規制改革推進３か年計画（再改定）」を受け、水

素を燃料とする自動車の完成車両を輸送する車両の通行規制の緩和について国土交通
省で検討を行い、平成１７年３月３１日付国道交第９８号「道路法第４６条第３項に基
づく危険物積載車両の通行制限について（通知）」（以下、「国交省通知」という。）に基
づき、規制緩和を実施することとなった。 
このため、平成１８年度から平成１９年度において当機構「水底トンネル等における

危険物積載車両の通行の禁止又は制限に関する審議会」により審議をいただき、国交省
通知に基づき既供用路線のトンネルの一部について通行制限の緩和を実施したが、東海
北陸自動車道飛騨トンネルと首都高速山手トンネルについては、当時未供用であったこ
とから供用後の交通の状況等を踏まえたうえで改めて審議することとしていた。 
今般、飛騨トンネルについては供用開始から一定期間を経過し、年間を通した交通状

況を把握できたことから、通行規制の緩和についての審議をいただくものである。 
また、山手トンネルについて、現時点では一部供用であり、今後の開通区間延伸後に

通行規制の緩和について判断する予定であることから、今回は現状の交通状況について
のみ報告を行うものである。 
なお、神戸長田トンネルは、現時点で水際トンネル区間が未供用であるため、供用後

の交通状況等を踏まえた上で、通行規制の緩和の判断を行うものとする。 
 

（２）通行規制の緩和要件 
国交省通知による通行規制の緩和要件は下記のとおりである。 
 
① 一方通行であり、火災時に熱の遡上の無い換気風速を確保でき、なおかつ火災
の下流側に車両が滞留しないこと。 
② ①の要件を満たさない場合、一方通行、対面通行に拘わらず水噴霧装置が設置
され、水噴霧設備の運用により火災時のトンネル内の温度を下げ、圧縮水素自動
車からの水素放散を防ぐことが可能なこと。 
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２．飛騨トンネルにおける通行規制緩和の検討 
 
（１）飛騨トンネルの概要  

①本線諸元 
・路 線 名    高速自動車国道 東海北陸自動車道 
・区 間    飛騨清見インターチェンジ～白川郷インターチェンジ 
・車 線 数    暫定二車線（対面通行）  
・設 計 規 格    第１種３級 B規格 設計速度 80km/hr〔規制速度 70km/hr〕 
・供用開始年月日   平成 20 年７月５日 

②トンネル諸元等    
・トンネル名称    飛騨トンネル 
・トンネル延長    約１０．７ｋｍ 
・線 形    縦断勾配：２％   曲線半径：3200m、∞、1500m 
・土 被 り    最小：約 100m    
・トンネル等級    防災等級 AA 

 
（２）位置図  

①広域図   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
図-１ 位置図 
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②平面図 
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図-2 連続トンネル概略平面図 

     
図-3 飛騨トンネル平面図 

 
（３）供用後の交通状況  

①平均交通量 
東海北陸自動車道 飛騨清見 IC～白川郷 IC 間の開通後１年間の平均交通量は、約７
千台/日（平日平均５千台/日、休日約１０千台/日）であり、全車に占める大型車の混
入率は約１２％である。 
また、当該区間が開通し東海北陸自動車道の全線が繋がったことで利便性が向上した
ことや、平成２１年３月末から始まった休日特別割引により、当該区間を含めた全区間
の交通量が増加し、休日の交通量が大幅に増加している。 
月別では、観光路線を反映して、５月、８～１０月の観光シーズンに交通量が多くな
っており、特に、夏の８月には約１万台/日の交通量となっている。 

交通量の推移（飛騨清見～白川郷）
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図-4 交通量の推移 
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②交通集中・渋滞 
飛騨トンネル内に及ぶ渋滞は、通常期においては発生していないが、GW や秋の休日に
世界遺産である白川郷合掌集落へ観光客が集中することによって発生しており、激しい
時で飛騨トンネル内を含め１０ｋｍ程度の渋滞が４～８時間程度継続している。 
 

表-1 飛騨トンネル内における月別渋滞状況 

         

上り線 下り線
Ｈ２０．７ 0 1

8 1 0

９ 0 0

１０ 0 2

１１ 1 1

１２ 0 0

Ｈ２１．１ 0 0

２ 0 0

３ 0 0

４ 0 0

５ 4 1 ＧＷ期間中

６ 0 0

７ 0 0

８ 0 0

９ 3 2 SＷ期間中

１０ 2 0

１１ 0 0

１２ 0 1

計 11 8

渋滞回数（回）
年月 備考
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（４)トンネル防災設備  
①防災設備図 

 
図-5 防災設備図 

 
②防災設備一覧表 

表-2 トンネル防災（非常用）設備一覧 

非常用施設 有無 設置間隔 

非常電話  ○ ２００ｍ 

手動通報装置  ○ ５０ｍ 

火災検知器  ○ ２５ｍ程度 

トンネル入口情報板 ○  

通報設備・
警報設備 

非常警報装置 
トンネル内情報板 ○  

信号 信号機  ○  

消火栓  ○ ５０ｍ 
消火設備 

消火器  ○ ５０ｍ 

非常口表示灯 ○  

誘導表示灯 ○ ２００ｍ程度 誘導表示板 

非常口案内表示灯 ○  

排煙設備  ○  

避難誘導 
設備 

避難通路  ○ ７５０ｍ程度 

給水栓  ○ ２００ｍ程度 

漏洩同軸ケーブル ○ トンネル全延長 
無線通信補助設備 

坑口電話 ○  

ラジオ再放送設備 割込み機能有 ○ トンネル全延長 

拡声放送設備  ○  

水噴霧設備  ○ 水噴霧ﾍｯﾄﾞ４～５ｍ程度 

監視装置  ○ １２０ｍ～２００ｍ程度 

停電時照明設備  ○  

非常用電源設備 自家発電設備 ○  

その他の 
設備 

非常用電源設備 無停電電源設備 ○  

その他 飛騨トンネル内は携帯電話の利用が可能。 
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（５）換気運用  
①換気設備図 
飛騨トンネルの換気システムについては、１５台のジェットファンを備え、ＴＢＭで掘

削した円形断面の下半分を利用した換気坑及びトンネル本坑と平行に設けられた換気坑
を利用することで換気立坑を不要とし、交通量の時間変動に応じて５箇所の排気口を自由
に選択できる「選択排気式縦流換気方式」を採用している。 

 

図-6 換気設備図 

 
②トンネル内火災発生時の換気運用等 
暫定二車線の対面通行であり、火災検知器及びＣＣＴＶ等により火災を確認した場合、
煙の拡散を極力小さくし、避難しやすい環境を確保するため、排風機やジェットファンの
運転を停止するなど、トンネル内の風速を低くする。 
また、水噴霧については、トンネル内の状況を確認の上、通常は火災検知１０分後から
放水するが、現場状況によっては放水を遅らせる場合がある。 

 
（６）検討結果 

飛騨トンネルについては、暫定二車線の対面通行であり、国交省通知による通行規制の
緩和要件①に該当しない。 
また、当該トンネルについては、水噴霧設備を有するが、火災の熱により水素を燃料と
する自動車から水素が放散されるまでの時間内に水噴霧を開始できない場合も考えられ
るため、国交省通知の通行規制の緩和要件②に該当しない。 
以上のことから、水素を燃料とする自動車の完成車両を輸送する車両の通行規制の緩和
を行わないものとする。 
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３．山手トンネルの開通後の交通状況 
 
１）山手トンネルの概要  
①本線諸元 
・路 線 名    都道首都高速目黒板橋線 
・区 間    東京都目黒区青葉台四丁目～東京都豊島区高松一丁目 
・車 線 数    往復４車線  
・設 計 規 格    第２種２級 設計速度 60km/h〔出入口は 40km/h〕 
・供用開始年月日 
  平成 19 年 12 月 22 日（渋谷区本町三丁目～豊島区高松一丁目） 
  平成 22 年３月 28 日（目黒区青葉台四丁目～渋谷区本町三丁目）予定 

②トンネル諸元等 
・トンネル名称    山手トンネル 
・トンネル延長    ９，９km 
・線 形    縦断勾配：０～３％（北側坑口付近のみ５．９９％） 
           平面 最小曲線半径：２０９．４３ｍ 
・土 被 り    ０～４４ｍ（平均１６ｍ）    
・トンネル等級    ＡＡ等級 

 
２）位置図  
①広域図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-１ 位置図 
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②平面図 

 
図-2 平面図 

 
 
３）供用後の交通状況  

①平均交通量 
山手トンネルの平成２１年１月から１２月までの１年間の平日の平均交通量は、

約４万台/日、大型車混入率は約１０％程度であり、月別の推移では増加の傾向を示
している。 
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図-3 交通量（全車）の推移 
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②計画交通量 
表-1 中央環状線延伸時の計画交通量 

 計画交通量（注） 

山手トンネル 
全線供用時 

約８０，０００台／日 

品川線供用時 約１００，０００台／日 
（注）断面交通量の最大値 

 
③交通集中・渋滞 
山手トンネルでは、内回りは西新宿ＪＣＴ、外回りは熊野町ＪＣＴを先頭とする

渋滞（平均速度約１２km/h）がトンネル内に及ぶ傾向が認められるが、首都高速が
特に混雑する時期でもある３月や８月などの朝・夕ピーク時において、主として内
回り西新宿ＪＣＴを先頭とする渋滞の発生が多く見られた。また、渋滞の長さは最
長で約５km 程度（内回り西新宿ＪＣＴ～西池袋付近）であり、最も渋滞発生回数が
多かった平成２１年８月は日平均５時間程度の渋滞が発生している。 

 
表-2 山手トンネル内における月別渋滞発生回数 

渋滞発生回数（注） 
  

内回り 外回り 
備考 

平成２０年 １月 ３ ０   
  ２月 ６ ４   

  ３月 ２９ ５   

  ４月 ６ １   

  ５月 ６ １   

  ６月 ４ ０   

  ７月 ２２ ２   

  ８月 ２ ０ タンクローリー火災事故通行止めの影響あり 

  ９月 ０ ０ タンクローリー火災事故通行止めの影響あり 

  １０月 １８ ０ タンクローリー火災事故通行止めの影響あり 

  １１月 ２０ ３   

  １２月 １６ ５   

平成２１年 １月 ７ ０   

  ２月 １０ ７   

  ３月 ３３ ９   

  ４月 ９ ０   

  ５月 １４ ０   

  ６月 １４ ０   

  ７月 ２７ １５   

  ８月 ４９ ７   

  ９月 ２９ １１   

  １０月 ３１ １４   

  １１月 ３１ ９   

  １２月 ２７ １３   

 合計 ４１３ １０６   

（注）発生から消滅まで１時間以上を要した渋滞について集計 
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